
 
 

 

関係府省提出資料 
 

通番 ヒアリング事項 府省 ページ 

41 
大規模災害時において都道府県と区域内市区町村が一体と
なって被災地方公共団体への支援を行うことを可能とする見
直し 

内閣府 １～３ 

43 罹災証明制度の見直し 
内閣府 

財務省 
４～９ 

47 
国土交通大臣の承認を受けたドローン等無人航空機の飛行
に係る制度の見直し 

国土交通省 10～15 

４③ 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（３号認定から２号認定への変更認定の事典を、満年齢到達辞典ではな

く、年度当初の４月１日など、一定の基準日に改める） 
内閣府 16～20 

11① 
学校給食費の徴収に関する見直し 
（児童手当における学校給食費の徴収権限の強化） 

文部科学省 21～22 

２ 放課後児童健全育成事業に係る「従うべき基準」等の見直し 厚生労働省 23～26 

４② 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（年度当初時点で満２歳であり、年度途中で満３歳に達して支給認定され

るこどもについて、年度当初から支給認定できるようにする） 
内閣府 27～32 

４① 
子ども・子育て支援新制度に関する見直し 
（特定教育・保育施設の定員減少時の市町村の関与強化及び定員設定

や定員変更を行う場合の都道府県知事への協議の義務付けの緩和） 
内閣府 33～38 

10 認定こども園等における保育料に対する徴収権限の強化 内閣府 39～42 

48 
原体を製造・輸入する毒物劇物製造・輸入業登録等の事務の
国から都道府県への移譲 

厚生労働省 43～46 

９ 児童扶養手当に関係する事務の見直し 厚生労働省 47～52 
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都
道

府
県

と
区

域
内

市
町

村
に

よ
る

一
体

的
な

支
援

に
つ

い
て

東
日

本
大

震
災

を
教
訓

と
し
て
、
熊

本
地
震

で
は

、
九

州
地

方
知

事
会
が

被
災

市
町

村
ご
と
に
支

援
団

体
を

定
め
る
「
対

口
支

援
方

式
」
を
採

用
し
、
調

整
手

続
き
を
簡

略
化

、
迅

速
な
派

遣
に
効

果
を
発

揮
し
た
。
今

後
は

こ
の

方
式
を
全

国
で
採

用
す
る
た
め
、
今
般
の

分
権
提

案
を
含

め
、
所
要

の
措
置

を
検

討
す
る
必

要
が

あ
る
。

（
上

図
は
総

務
省
研
究
会
報
告
書
よ
り
抜
粋
）

重点番号41：大規模災害時において都道府県と区域内市区町村が一体と
   なって被災地方公共団体への支援を行うことを可能とするよう見直し（内閣府）
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大
規
模
災
害
時
に
被
災
市
区

町
村
を
抜
本
的
に
支
援
し
て
い
く
た
め
、
「
大
規
模
災
害
か
ら

の
被

災
住

民
の

生
活

再
建

を
支

援
す
る
た
め

の
応

援
職

員
の

派
遣

の
在

り
方

に
関

す
る

研
究

会
報

告
書

」
（
平

成
２
９
年

６
月

）
に
基

づ
き
、
「
被

災
市

区
町

村
応

援
職

員
確

保
シ
ス

テ
ム
」
を
構
築
す
る
必
要
。

（
被
災

市
区

町
村

応
援

職
員
確
保
シ
ス
テ
ム
の
ポ
イ
ン
ト
）

・
被

災
市

区
町

村
ご
と
に
「
対
口
支
援
方

式
」
に
よ
る
支
援

を
実
施

・
「
対

口
支

援
方

式
」
と
全
国
ス
キ
ー
ム
の
二
段
階
の
体

制
で
対
応

・
都

道
府

県
と
区

域
内
市
区
町
村
に
よ
る
一

体
的

な
支

援
が
原

則

平
成

２
９

年
の

地
方

分
権

改
革

に
関

す
る

提
案

へ
の

対
応

に
つ

い
て

実
際

の
災

害
時

に
上

記
シ
ス
テ
ム
を
有

効
に
機

能
さ
せ

る
た
め
に
は

、
関

係
主

体
（
内

閣
府

、
総

務
省

、
地

方
６
団

体
、
地

方
公

共
団

体
等

）
が

協
働

し
て
以

下
の

取
組

を
進

め
る
等

に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
を
高
め
て
い
く
必
要
。

・
応
援

派
遣

に
係

る
実

施
要
綱

の
策
定

・
上
記

要
綱

の
実

施
方

針
等
に
つ
い
て
防

災
基
本

計
画
・
地
域

防
災
計

画
へ

の
反

映

・
関
係

主
体

を
巻

き
込

ん
だ
防
災
訓
練
の

継
続
的

な
実

施

・
こ
れ

ら
の

実
施

に
伴

う
、
従

来
の
制

度
・
運
用
の

見
直
し

方
針

課
題 ➢

提
案
内
容

に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性

を
高
め
て
い
く
観
点

か
ら
、
運
用
の
在

り
方
を

検
討

す
る
こ
と
が

重
要

で
あ
り
、
そ
の

中
で
、
現

行
法

制
度

で
の

対
応

の
可

否
等

を
勘

案
し
つ

つ
、
必
要
な
見
直
し
を
検
討
し
て
参
り
た
い
。
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＜
参
考
資
料
（
九
州
知
事
会
か

ら
の
提
案
内
容
）
＞

提
案

事
項
：

大
規
模

災
害

時
に
お
い
て
都
道

府
県
と
区

域
内

市
区

町
村
が

一
体
と
な
っ
て
被

災
自

治
体

へ
の

支
援

を

行
う
た
め
の
法
制
の
見
直
し

提
案

内
容

：
大

規
模
災

害
発

生
時

に
お
い
て
、
県

域
を
越

え
た
迅

速
か

つ
円

滑
な
広

域
応

援
が

実
施

で
き
る
よ
う
、
災

害
対

策
基
本
法
第

７
４
条
に
よ
る
応

援
職

員
の

派
遣

要
請

を
受

け
た
都

道
府

県
は
、
区
域
内
市

区
町
村
に

対
し
応
援
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
旨

、
法
的

に
明
確

化
す
る
こ
と
を
求

め
る
。

災
害

対
策

基
本
法
（
昭
和
３
６
年
法
律
第
２
２
３
号

）
（抄

）

第
７
４
条

（
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る
応

援
の

要
求
）

１
都

道
府

県
知

事
等

は
、
当

該
都

道
府

県
の

地
域

に
係

る
災

害
が

発
生

し
た
場

合
に
お
い
て
、
災

害
応

急
対

策
を

実
施

す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
他

の
都

道
府

県
の

都
道

府
県

知
事

等
に
対

し
、
応
援

を
求

め
る
こ

と
が

で
き
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
、
応

急
措
置

を
実

施
す
る
た
め
の

応
援

を
求

め
ら
れ

た
都

道
府

県
知

事
等

は
、

正
当

な
理

由
が
な
い
限
り
、
応
援
を
拒
ん
で
は

な
ら
な
い
。

２
前

項
の

応
援

に
従

事
す
る
者

は
、
災

害
応

急
対

策
の

実
施

に
つ
い
て
は
、
当

該
応

援
を
求

め
た
都

道
府

県
知

事

等
の

指
揮

の
下

に
行

動
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の

場
合

に
お
い
て
、
警

察
官

に
あ
つ
て
は

、
当

該
応

援
を
求

め
た
都

道
府

県
の

公
安
委
員
会
の
管
理
の
下
に
そ
の

職
権

を
行

う
も
の
と
す
る
。
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